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  市民生活局（文化・スポーツ室）定期監査及び行政監査 

結果報告のこと 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項並びに同条第２項の規定によ

り、みだしの監査を実施したので、その結果を別紙のとおり報告する。 

 

 

平成２９年(2017 年)１２月２７日 

 

 

 

 

                明石市監査委員 藤 本 一 彦 

                   同    星 川 啓 明 

                   同    山 崎 雄 史 

                   同    辻 本 達 也 
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案

市民生活局（文化・スポーツ室）定期監査の結果について 

 

Ⅰ 監査の対象 

  市民生活局 

   文化・スポーツ室 

    文化振興課 スポーツ振興課 

 
Ⅱ 監査の期間 

  平成２９年１０月２４日から平成２９年１２月２７日まで 

 

Ⅲ 監査の範囲 

  平成２９年８月末日現在における財務に関する事務 

 

Ⅳ 監査の方法 

  市民生活局（文化・スポーツ室）各課から予算の執行状況、財産の管

理状況等について、資料の提出を求め、関係諸帳簿等について調査確認

し、必要に応じて関係職員の説明を聴取し、財務会計処理が法令等に基

づき適正に行われているか、事務の執行が計画的かつ効率的に行われて

いるかについて監査を実施した。 

  監査の対象事項としては、以下のとおりである。 

⑴   予算の執行等 

⑵   収入事務 

⑶   支出事務 

⑷   補助金 

⑸   貸付金 

⑹   契約事務 

⑺   財産管理 

⑻   その他 

   

Ⅴ 監査の結果 

今回の監査は、財務に関する事務の執行状況を中心に実施したのであ

るが、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

資料  ４  
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しかしながら、次のような事例が見受けられたので、検討のうえ、改

善措置を講じられたい。  

また、別途改善の検討を指示した事項についても、改善措置を講じら 

れたい。 

 

１ 行政財産の使用許可に係る事務について 

  文化振興課は、明石市立市民会館や明石市立西部市民会館などの行

政財産に係る事務を所管している。 

  今回の定期監査では、行政財産について、使用許可の申請から使用

料の徴収に至るまでの事務が適正に行われているかを確認した。その

結果、行政財産の使用許可申請書を徴していないもの、使用許可書を

交付していないもの、調定が重複しているものなど、事務が適正に行

われていない事例が見受けられた。 

  文化振興課では、年度末に課室の移転があったこと、事務分掌の変

更に伴い係の担任事務が変更になったこと、大幅な人事異動があった

ことなどから、事務が輻輳したことが原因の一つではないかと考えら

れる。 

  今後、同様の事例が発生しないよう、事務の引継ぎや相互応援を適

切に行うなど、組織として適正な事務の執行に努められたい。 
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案

市民生活局（文化・スポーツ室）行政監査の結果について 

 

Ⅰ 監査のテーマ 

  「準公金の取扱いについて」 

 

  （注）準公金とは、職員が職務に関連して取り扱う現金等で、明石市財務規則及び地方公

営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則が適用されないものをいう。 

 

Ⅱ 監査の期間 

  平成２９年１０月２４日から平成２９年１２月２７日まで 

 

Ⅲ 監査の範囲 

監査事務局の予備監査時点における準公金の取扱いに関する事務 

 

Ⅳ 監査の方法 

明石市準公金取扱基準に基づいた事務が行われているかについて、市

民生活局（文化・スポーツ室）各課の関係書類等を調査確認し、必要に

応じて関係職員の説明を聴取する方法により、監査を実施した。 

  監査の対象事項としては、以下のとおりである。 

  ⑴ 準公金の取扱状況について 

  ⑵ 準公金の取扱金額について 

  ⑶ 準公金の管理状況について 

  ⑷ 準公金の事務処理について 

  ⑸ 今後の取扱いについて 

 

Ⅴ 監査の結果 

市民生活局（文化・スポーツ室）で取り扱っている準公金について、

スポーツ振興課１件の監査を実施した結果、おおむね適正に執行されて

いるものと認められた。 

なお、別途改善の検討を指示した事項については、改善措置を講じら

れたい。 

 




